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小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について（指定医療機関用） 新旧対照表 
（変更点は下線部） 
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第１ 小児慢性特定疾病医療支援の制度の概要について 
    児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「児童福祉法」という。）に

基づく新たな医療費（小児慢性特定疾病医療費）助成制度の概要は以下の
とおりである。 

 
 （１）（略） 
 
 （２）小児慢性特定疾病医療費支援 

都道府県知事、指定都市市長、中核市市長又は児童福祉法第 59 条
の４第１項の政令で定める市長（特別区長を含む。）（以下「都道府
県知事等」という。）が指定する医療機関（以下「指定医療機関」
という。）に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている
児童等であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに
厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度である
ものに対し行われる医療をいう。 

 
（３）～（５）（略） 
 
第２（１）～（８）（略） 
 
（９）管理票の提出を受けた指定医療機関は、当該患者より自己負担を徴収

した際に日付、当該指定医療機関名、医療費総額（10 割分）、自己負担
額、自己負担の累積額（月額）を記載する。 

 
（１０）自己負担の累積額が自己負担上限月額に達した際には、所定欄に日

付、指定医療機関名を記載することとなる。累積額が自己負担上限月額
を超えた管理票を所持している受給者からは当該月において自己負担
を徴収しないこととなるが、医療費総額については「高額かつ長期」等
の確認に使用するため、自己負担上限月額に達した後も５万円を超え
るまで管理票に記載すること。 

 
 
（１１）小児慢性特定疾病医療に係る医療保険の給付については、通常の高

額療養費に準じて、所得区分別の自己負担上限月額が適用されるため、
オンライン資格確認又は限度額適用認定証等により確認した高額療養
費の所得区分をレセプトの特記事項の欄に記載することとなる。なお、
記載する所得区分の略号は、「診療報酬請求等の記載要領等について」
（昭和 51年８月７日保険発第 82号）に基づいて記載することとなる。 
ただし、オンライン資格確認又は限度額適用認定証等による所得区 

分の確認ができない場合の高額療養費の算定基準額については、以下の

第１ 小児慢性特定疾病医療支援の制度の概要について 
    児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「児童福祉法」という。）に

基づく新たな医療費（小児慢性特定疾病医療費）助成制度の概要は以下の
とおりである。 

 
 （１）（略） 
 
 （２）小児慢性特定疾病医療費支援 

都道府県知事、指定都市市長、中核市市長又は児童福祉法第 59 条
の４第１項の政令で定める市長（特別区長を含む。）（以下「都道府
県知事等」という。）が指定する医療機関（「指定小児慢性特定疾病
医療機関」という。）に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にか
かっている児童等であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定
疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める
程度であるものに対し行われる医療をいう。 

 
 （３）～（５）（略） 
 
第２（１）～（８）（略） 
 
（９）管理票の提出を受けた指定医療機関は、当該患者より自己負担を徴収

した際に日付、当該指定医療機関名、医療費総額（10 割分）、自己負担
額、自己負担の累積額（月額）を記載し、徴収欄に押印する。 

 
（１０）自己負担の累積額が自己負担上限月額に達した際には、所定欄に日

付、指定医療機関名を記載、確認印を押印することとなる。累積額が自
己負担上限月額を超えた管理票を所持している受給者からは当該月に
おいて自己負担を徴収しないこととなるが、医療費総額については「高
額かつ長期」等の確認に使用するため、自己負担上限月額に達した後も
５万円を超えるまで管理票に記載し、徴収印欄に記載内容を確認する
印として押印すること。 

 
（１１）小児慢性特定疾病医療に係る医療保険の給付については、通常の高

額療養費に準じて、所得区分別の自己負担上限月額が適用されるため、
受給者証に記載されている高額療養費の所得区分をレセプトの特記事
項の欄に記載することとなる。なお、記載する所得区分の略号は、「診
療報酬請求等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82
号）に基づいて記載することとなる。 

また、小児慢性特定疾病医療費適用の診療と小児慢性特定疾病医療
費適用外の診療がある時に、高額療養費の限度額適用認定証を所持し



新 旧 
区分として取り扱うこととする。 

また、この取扱いに伴う高額療養費の給付額の事後調整は行わないこ
ととする。 
① 70 歳未満の者 適用区分ウ 
② 70 歳以上の者（入院療養）（ただし、④の者を除く。） 適用区分一般 
③ 70 歳以上の者（外来療養）（ただし、④の者を除く。） 適用区分一般 
④ 70 歳以上の現役並み所得者 適用区分ア 
 
※①については、レセプトの「特記事項」欄へは記載しない。なお、② 
③④については、「特記事項」へ記載する必要がある。 

※②③の「適用区分一般」とは、レセプト記載要領に基づき、後期高齢
者医療を除く 70 歳以上の者（２割負担）は「適用区分エ」、後期高齢
者医療被保険者（２割負担）は「適用区分カ」、後期高齢者医療被保険
者（１割負担）は「適用区分キ」を指す。 

※④は、高齢受給者証等の提示により、指定医療機関において、現役並
み所得者であることが確認できた場合。 

 
第３、４（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ていなくても、小児慢性特定疾病の受給者証に記載された所得区分を
元に、小児慢性特定疾病適用外の診療についても、高額療養費が現物
給付になることに留意すること。 

ただし、保険者からの連絡の遅れ等により受給者証における医療保
険の所得区分の記載欄を空欄とすることも認めているため、その場合
の高額療養費の算定基準額については、80,100 円＋（医療費－
267,000 円）×１％として取り扱うこととし、空欄の場合の小児慢性
特定疾病適用外の診療についての高額療養費については、償還払いと
なることに留意すること。 

 
 
 
 
 
 

 
 
第３、４（略） 
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第５ 管理票の記載について 
 
 【記載例】 

15 歳の一般の健康保険の加入者（３割）入院外の場合 
○自己負担上限月額；一般所得Ⅰ（5,000 円） 
○一般の健康保険加入者（窓口負担３割→２割） 
 

ア 1 月 5 日 ○○○病院（総医療費 1,500 点） 
医療費の２割が自己負担上限月額 5,000 円を下回っているため、患者

からは２割分を徴収する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第５ 管理票の記載について 
 
 【記載例】 

15 歳の一般の健康保険の加入者（３割）入院外の場合 
○自己負担上限月額；一般所得Ⅰ（5,000 円） 
○一般の健康保険加入者（窓口負担３割→２割） 

 
ア 1 月 5 日 ○○○病院（総医療費 1,500 点） 

医療費の２割が自己負担上限月額 5,000 円を下回っているため、患者
からは２割分を徴収する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ（略） 
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ウ 1 月 20 日 △△病院（総医療費 2,500 点） 

２割分と自己負担上限月額が同額のため、本来患者からは 5,000 円を
徴収するのだが、既に他の医療機関で 3,600 円を徴収しているため、△
△病院では 5,000 円-3,600 円＝1,400 円を徴収する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ウ 1 月 20 日 △△病院（総医療費 2,500 点） 
２割分と自己負担上限月額が同額のため、本来患者からは 5,000 円を

徴収するのだが、既に他の医療機関で 3,600 円を徴収しているため、△
△病院では 5,000 円-3,600 円＝1,400 円を徴収する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



新 旧 
 エ 1 月 20 日 ▲▲薬局（総医療費 1,000 点） 

医療費総額が月に50,000円を超える月が12か月以内に既に６回以上
ある場合には、小児慢性特定疾病医療費の自己負担額が下がる場合があ
ることから、医療費総額を把握するため、負担上限額に達した後に指定
医療機関を受診した場合は、医療費総額を記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 1 月 20 日 ▲▲薬局（総医療費 1,000 点） 
医療費総額が月に50,000円を超える月が12か月以内に既に６回以上

ある場合には、小児慢性特定疾病医療費の自己負担額が下がる場合があ
ることから、医療費総額を把握するため、負担上限額に達した後に指定
医療機関を受診した場合は、医療費総額を記載し、徴収印欄に記載内容
を確認する印として押印する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


